
令和８年度 小規模特認校児童生徒募集のお知らせ

令和６年度から うつい小中学校で

小規模特認校制度が始まっています

うつい小中学校は小規模特認校として市内全域から通学できます

就学の要件 （下記すべての条件を満たす児童生徒が対象です。）

（１）就学希望者及び保護者が、下関市内に居住している、または就学までに下関市内へ転入（居住）

予定であること。

（２）保護者が、小規模特認校の教育活動を十分に理解し、賛同していること。

（３）保護者の責任と負担において、児童生徒を安全に通学させること。

（４）原則として、小学生は内日小学校、中学生は内日中学校を卒業するまで就学すること。

（５）令和７年度に特別支援学級に在籍しており、令和８年度より通常学級へ在籍変更し、小規模

特認校制度を利用してうつい小中学校への就学を希望する場合は、下関市教育委員会開催の

就学相談会に参加していること。

※小規模特認校制度を利用しての、特別支援学級への入級はできません。

令和８年度の募集人数

申請期間

令和７年１０月１日（水）～１１月２８日（金）

申込方法

１.原則として、９月６日（土）開催の「うつい小中学校学校説明会」にご参加ください。

２.その後、保護者および児童生徒と、うつい小中学校長との面談を経て、「小規模特認校転入学

申請書」および現在在学している学校長の「意見書」を教育委員会に提出してください。

※新小学 1年生については意見書は不要です。

※申請書・意見書の様式はうつい小中学校長との面談時にお渡しします。

学校見学

◆学校説明会：令和７年９月６日（土）（授業見学 10：40～11：30 学校説明 11：45～12：15）

◆その他の学校見学：参観日やオープンスクールなどで、随時、学校見学を受け付けています。

※事前に学校へ電話連絡をお願いします。

申請の流れ

問い合わせ先 【うつい小中学校ホームページ】↓

☎学校について ○うつい小中学校 083-289-2131 ・ ☎083-289-2431

☎制度等について ○教育委員会 学校教育課（特認校制度） 083-231-1570

☎○教育委員会 教育研修課（特色ある教育内容） 083-231-2310

学 校 １年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

内日小学校 6人程度 5人程度 5人程度 7人程度 7人程度 7人程度

内日中学校 9人程度 6人程度 9人程度

うつい小中学校見学 （学校説明会・オープンスクール等）に、必ず参加してください。

うつい小中学校校長と面談を行います。（保護者、児童・生徒ともに）

教育委員会 学校教育課に「小規模特認校転入学申請書」を提出します。 【10～11 月】

受入の可否決定について、教育委員会から保護者にお知らせします。 【～１２月末】




